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第 1 章 ⻄普天間住宅地区の景観形成について 

１－１．はじめに 

（１）計画策定の趣旨 

 宜野湾市（以下、「本市」といいます）は、景観法（以

下、「法」といいます）に基づき、地域特性に応じた良好

な景観の保全や創出を総合的かつ計画的に推進するべ

く、平成 25年 5月に景観行政団体となり、平成 27年 11

月には宜野湾市景観計画を策定しました。この宜野湾市

景観計画では「みんなで守り、創り、育む 美しさと風

格を備えた「ねたて※１」の景観づくり」を将来像に、自

然・伝統的景観の保全、良好な都市景観の創出、協働に

よる景観の育成・継承を目指すとしています。 

この宜野湾市景観計画において、平成 27 年 3 月に返還されたキャンプ瑞慶覧西普天間住

宅地区一帯は、西海岸への素晴らしい眺望や市街地に残る豊かな緑、歴史的にも価値の高い

文化財など多数の景観資源が存在し、返還後の新たなまちづくりと合わせた良好な都市景

観の形成が期待されることから、景観形成重点地区の候補、さらに、「明るい未来を拓く新

しいまちの顔としてふさわしい景観の創出」を図るモデル地区として位置付けられていま

す。 

また、キャンプ瑞慶覧西普天間住宅地区は平成 25年 4 月に発表された「統合計画※２」に

基づく最初の大規模な返還地であり、国の定める「拠点返還地※３」にも位置付けられ、今後

の跡地利用のモデルとなることが期待されています。 

 平成 30 年 3月には地権者に土地が引き渡され、土地区画整理事業による新たなまちづく

りがスタートしました。そこで、キャンプ瑞慶覧西普天間住宅地区一帯を「景観形成重点地

区」に指定し、様々な景観資源とそれと調和した新たなまちづくりにより、西普天間にしか

ない独自の良好な都市景観の形成を目指します。 

 

 

※１「ねたて」…古謡「おもろそうし」に表された言葉で、「物事の根元」又は「共同体の中心」、

を意味します。宜野湾市総合計画では 21 世紀をリードする沖縄県の中核都市としての役割

を意識し、「人がつながる 未来へつなげる ねたてのまち宜野湾」を将来都市像としていま

す。 

※２「統合計画」…沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画。嘉手納飛行場以南の約

1,000ha の土地の返還について示したものです。 

※３「拠点返還地」…「沖縄県の自立的な発展及び潤いのある豊かな生活環境の創造の拠点」と

して跡地利用推進法により定められています。 

西海岸への眺望 
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宜野湾市都市計画マスタープラン（R3.12） 
 将来都市像  
未来を育む ねたてのまち 宜野湾 
〜魅⼒ある暮らしとにぎわいあふれる 交流共⽣都市〜 
○⻄海岸の海辺景観や地域の歴史・⽂化を活かした街並み

景観などの良好な都市景観は、本市の魅⼒の⼀つでもあ
り、市⺠の愛着の醸成や観光客の増加にも寄与する資源
です。そのため、多様な主体との連携・協働のもと、魅⼒
ある都市景観の保全・育成を目指します 

（２）計画の位置づけ 

 景観計画は、法第 8 条第 1 項に基づき、景観行政団体である市町村等が良好な景観の形

成を図るため「届出対象行為」や具体的なルールである「景観形成基準」等を定めるもので

す。本市では宜野湾市景観計画を平成 27 年 11 月に策定しています。 

この宜野湾市景観計画（別冊）西普天間住宅地区は、西普天間住宅地区における景観形成

の方針や届出対象行為、景観形成基準等を宜野湾市景観計画に追記する形で定めたもので

す。   

宜野湾市景観計画 

 

沖縄県の計画等 
・美ら島沖縄風景づくり

計画 
・美ら島沖縄風景づくり

⾏動計画 
・沖縄県景観形成ガイド

ライン 
・沖縄県景観評価システム 

第四次宜野湾市総合計画後期基本計画（R3.4） 
 将来都市像  

人がつながる 未来へつなげる ねたてのまち 宜野湾 
 将来都市像の実現に向けた基本目標  
  目標４︓地域資源を活かした、活⼒あるまち 

【⾏政上の総合的な指針】 

【部門別計画（都市計画）】 【部門別計画（その他）】 

・キャンプ瑞慶覧
（⻄普天間住宅
地区）跡地利⽤
計画 

・宜野湾市みどり
の基本計画 

・普天間⾶⾏場跡
地利⽤基本⽅針 

・宜野湾市都市交
通マスタープラ
ン 

・都市交通戦略 
など 

景観法に基づく取り組み等 
・⾏為の制限に関する届出制度の運⽤ 
・公共事業における景観配慮 
・市⺠が主体となった取り組みの⽀援 

など 

個別具体のまちづくり 
・⼟地区画整理事業 
・道路・公園等の整備 
・拠点の整備  

など 

【景観施策】 

景観法 

連携 
調整 

即す 即す 

即す 

即す 

連携 
調整 

連携 
調整 

宜野湾市景観計画（別冊） 
⻄ 普 天 間 住 宅 地 区 

即す 

即す 

即
す 

連
絡
調
整 
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１－２．景観形成重点地区の名称・区域（法第 8 条第 2 項第１号） 

景観形成重点地区の名称は「西普天間住宅地区景観形成重点地区」（以下、本地区といい

ます）とし、その指定範囲は西普天間住宅地区土地区画整理事業の施行区域とその範囲と一

体となって景観を形成する隣接エリアを含む約 50.8ha とします。 

 

 

 

 

 

 【西普天間住宅地区景観形成重点地区 区域図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⻄普天間住宅地区 
景観形成重点地区の区域 

名称 西普天間住宅地区景観形成重点地区  

区域 西普天間住宅地区土地区画整理事業の施行区域を中心とする約 50.8ha 


